
回
は
、
消
費
税
の
節
税
の
可

能
性
が
あ
る
簡
易
課
税
制
度

に
つ
い
て
、
そ
の
効
果
例
を
挙
げ
て

解
説
し
ま
す
。

簡
易
課
税
方
式
に
お
け
る 

納
付
消
費
税
の
計
算
法

　

事
業
者
が
納
め
る
消
費
税
額
は
、

課
税
期
間
中
の
「
課
税
売
上
に
係
る

消
費
税
額
」
か
ら
「
課
税
仕
入
れ
等

に
係
る
消
費
税
額
」
を
控
除
し
て
計

算
す
る
原
則
課
税
方
式
が
基
本
と
な

り
ま
す
。

　

た
だ
し
「
消
費
税
簡
易
課
税
制
度

選
択
届
出
書
」
を
事
前
に
税
務
署
に

提
出
し
た
課
税
事
業
者
の
う
ち
、
基

準
期
間
（
個
人
事
業
主
の
場
合
は

前
々
年
、
法
人
の
場
合
は
前
々
事
業

年
度
）
の
課
税
売
上
高
が
５
０
０
０

万
円
以
下
の
事
業
者
に
つ
い
て
は
、

簡
易
課
税
方
式
に
よ
る
納
付
消
費
税

の
計
算
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
届

出
を
提
出
済
み
で
も
、
基
準
期
間
の

課
税
売
上
高
が
５
０
０
０
万
円
を
超

え
て
い
れ
ば
、
そ
の
課
税
期
間
に
つ

い
て
簡
易
課
税
制
度
は
適
用
で
き

ず
、
原
則
課
税
方
式
に
よ
り
消
費
税

納
税
額
を
計
算
し
ま
す
）。

　

な
お
、
簡
易
課
税
方
式
を
適
用
し

た
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
２
年
間

継
続
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
適

用
を
や
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

簡
易
課
税
方
式
で
は
、
課
税
期
間

に
お
け
る
課
税
売
上
に
係
る
消
費
税

額
に
、
事
業
区
分
に
応
じ
た
「
み
な

し
仕
入
率
」
を
掛
け
た
金
額
を
課
税

仕
入
れ
等
に
係
る
消
費
税
額
と
み
な

し
て
、
納
付
す
る
消
費
税
額
を
計
算

し
ま
す
（
図
表
１
）。

　

２
種
類
以
上
の
事
業
を
営
む
場
合

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
区
分
ご
と

の
課
税
売
上
に
係
る
消
費
税
額
に
、

事
業
区
分
ご
と
の
み
な
し
仕
入
率
を

掛
け
て
計
算
し
ま
す
が
、
次
の
よ
う

な
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

・・
１
種
類
の
事
業
区
分
の
課
税
売
上

高
が
全
体
の
75
％
以
上
で
あ
る
場
合

「
全
体
の
課
税
売
上
に
係
る
消
費
税

額
」
×
「
そ
の
特
定
の
事
業
区
分
の

み
な
し
仕
入
率
」

・・
２
種
類
の
事
業
区
分
の
課
税
売
上

高
の
合
計
額
が
全
体
の
75
％
以
上
で

あ
る
場
合

「
２
種
類
の
う
ち
み
な
し
仕
入
率
の

高
い
ほ
う
の
事
業
の
課
税
売
上
に
係

る
消
費
税
額
」
×
「
高
い
ほ
う
の
み

な
し
仕
入
率
」
＋
「
他
方
の
課
税
売

上
に
係
る
消
費
税
額
」
×
「
低
い
ほ

う
の
み
な
し
仕
入
率
」

簡
易
課
税
方
式
の
選
択
が 

有
利
な
ケ
ー
ス

　

課
税
売
上
高
が
２
０
０
０
万
円

で
、
課
税
仕
入
れ
の
す
べ
て
に
つ
い

第８回

税理士法人 SBL 代表社員／税理士
行政書士／ CFP®

八木 正宣

今

2023年10月制度スタート！

インボイスインボイスのの情報提供情報提供
きっかけトークきっかけトーク

簡
易
課
税
制
度
を

選
択
す
る
と

納
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
る

ケ
ー
ス
が
ご
ざ
い
ま
す

2023年10月から開始予定のインボイス制度。本連載ではお客様への情報提
供の際に押さえておくべきポイントをきっかけトークとともに解説します。
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て
イ
ン
ボ
イ
ス
が
な
い
製
造
業
を
営

む
事
業
者
を
例
に
、
消
費
税
納
税
額

を
比
較
し
ま
す
（
図
表
２
）。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
開
始
ま
で
は
、

原
則
課
税
方
式
に
よ
り
課
税
売
上
に

係
る
消
費
税
２
０
０
万
円
か
ら
、
課

税
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
１
５
０
万

円
を
全
額
控
除
し
、
差
引
50
万
円
の

消
費
税
を
納
税
し
て
い
ま
し
た
。
一

方
で
、
簡
易
課
税
方
式
に
よ
り
計
算

さ
れ
る
納
付
消
費
税
額
は
、
課
税
売

上
に
係
る
消
費
税
か
ら
、
そ
の
消
費

税
に
製
造
業
の
み
な
し
仕
入
率
70
％

を
掛
け
た
１
４
０
万
円
を
控
除
し
た

後
の
60
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
が
な
い
取
引
に
係
る

消
費
税
の
仕
入
税
額
控
除
に
つ
い
て

は
、
制
度
導
入
後
３
年
間
は
80
％
の

１
２
０
万
円
、
そ
の
次
の
３
年
間
は

50
％
の
75
万
円
の
仕
入
税
額
控
除
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
制
度
導
入
後

６
年
経
過
後
に
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の

な
い
取
引
に
つ
い
て
は
、
仕
入
税
額

控
除
が
ま
っ
た
く
で
き
な
く
な
り
、

原
則
課
税
方
式
に
よ
る
消
費
税
納
税

額
は
、
制
度
開
始
前
の
50
万
円
か
ら

２
０
０
万
円
に
増
加
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
初
有
利
だ
っ
た

原
則
課
税
方
式
に
よ
る
消
費
税
納
税

額
は
、
経
過
措
置
を
経
て
段
階
的
に

増
加
し
、
簡
易
課
税
制
度
に
よ
る
納

税
額
60
万
円
の
ほ
う
が
有
利
に
な
る

ケ
ー
ス
も
増
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
し
、
多
額
の
設
備
投
資
が
あ

る
場
合
に
は
、
原
則
課
税
制
度
を
適

用
し
た
ほ
う
が
仕
入
税
額
控
除
額
は

多
く
な
る
こ
と
、
一
度
簡
易
課
税
方

式
を
選
択
す
れ
ば
２
年
間
は
継
続
し

て
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

等
を
考
慮
し
、
具
体
的
な
試
算
は
顧

問
税
理
士
に
依
頼
す
る
よ
う
お
客
様

に
案
内
し
ま
し
ょ
う
。

取引先に
伝えたい
ポイント

図表１　簡易課税方式による計算
＜計算式＞

 課税売上に係る消費税額−課税売上に係る消費税額×みなし仕入率 

業種に応じた事業区分 みなし仕入率
第１種 卸売業 90%
第２種 小売業 80%
第３種 農林漁業、建設業、製造業など 70%
第４種 飲食業、その他の事業 60%
第５種 運輸業、通信業、金融・保険業、サービス業 50%
第６種 不動産業 40%

 出所：筆者作成

図表２　消費税納税額の推移シミュレーション（製造業）� 単位：万円

項目 本体価格
原則課税方式

簡易課税方式
従来 R5/10～ R8/10～ R11/10～

①課税売上 2,000 200 200 200 200 200
②課税仕入れ

（インボイス無※） 1,500 150 120  75   0 140

消費税納税額　①−②  50  80 125 200  60
※経過措置により、R5/10〜 R8/9の期間は80％、R8/10〜 R11/ ９の期間は50％の仕入税額控除可
 出所：筆者作成

  簡易課税方式では、課税期間における課税売
上に係る消費税額に「みなし仕入率」を掛け
た金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみな
して、消費税納税額を計算できる

  原則課税方式の場合、インボイスがない取引
に係る消費税の控除については経過措置が設
けられており、具体的な試算をもとに簡易課
税方式と比較し適用を検討する必要がある
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